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講演の内容

リサイクル認定制度とは？

リサイクル認定制度のもう一つの役割

リサイクル認定制度の課題と期待



リサイクル認定制度とは？

• 2001年のグリーン購入法施行により，地方公共団体
等には，環境物品等の調達方針の作成および当該
方針に基づいて物品等の調達を行うよう努力義務が
課せられた．

• これを受けて，多くの都道府県では環境物品等の普
及促進および環境物品等に関する情報の提供を行
うことを目的とし，リサイクル製品認定制度の構築を
進めている． 

3
播磨咲織 (2013) リサイクル製品認定制度における審査の実態と申請・認定件数の違いの要因に関する研究，滋賀県立大学卒業研究論文 



廃棄物総排出量の推移

4
環境省 (2014) 日本の廃棄物処理の歴史と現状



資料：環境省
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リサイクル認定制度とは？

• 道府県等の域内で製造もしくは販売されるリサイクル資
材・製品について，その品質および環境安全性について
基準を満たしたものを、道府県等が、リサイクル資材・製
品に認定する制度。

• 域内のグリーン調達の促進を目的

• 公共事業の工事発注の仕様書などに率先利用を記載

• 多くは，年1～2回、製品の募集，関連部局および審査会（学識
経験者，事業者，市民）などでの審査，認定製品として登録

• 主として，公共事業等で優先的に利用される仕組みを目指す

• 地域企業の製品に限られることが多い

• 各道府県で個別の基準
6

宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)



7

産業廃棄物の排出量と最終処分量



グリーン購入法

• 持続可能な発展による循環型社会の形成を目指し、供給面だけでなく、国等が
自ら率先して環境物品等を優先的に購入することで需要面からも環境物品等
の市場を促進することを目的に、2000年5月「国等による環境物品等の調達の
推進等に関する法律（グリーン購入法）」が制定された。

8日本環境協会 エコマーク事務局、環境省



9環境省



特定調達品目

10日本環境協会 エコマーク事務局

グリーン購入法では、国等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の分
野・品目（以下、特定調達品目）と、その「判断の基準」を基本方針として定め
ている。
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12環境省



リサイクル認定制度とは？

• 2001年のグリーン購入法施行により，地方公共団体
等には，環境物品等の調達方針の作成および当該
方針に基づいて物品等の調達を行うよう努力義務が
課せられた．

• これを受けて，多くの都道府県では環境物品等の普
及促進および環境物品等に関する情報の提供を行
うことを目的とし，リサイクル製品認定制度の構築を
進めている． 

13
播磨咲織 (2013) リサイクル製品認定制度における審査の実態と申請・認定件数の違いの要因に関する研究，滋賀県立大学卒業研究論文 



認定審査（確認）項目の例

•年間生産量(販売量）
•製造する事業所
•販売場所
•原材料（循環資源の種類，県内割合，利用割合）
•製品の仕様
•関係法令，基準の適合
•品質： JIS，JAS，エコマーク等取得の有無
•環境安全性： 土壌環境基準など
•立ち入り検査，品質試験等継続確認など

14
宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)



品 質

• JIS・JAS 39制度

• エコマーク 29制度

• グリーン購入の方針

•国の共通仕様書

•自治体の共通仕様書

• その他公的機関の基準

•品目別個別基準

• その他知事の認めるもの
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品質基準の例(鹿児島県）

ア 鹿児島県環境物品等調達方針に、品質等
に関する基準が規定されている場合は、そ
の基準を満たしていること

イ 次に掲げる基準のいずれかを満たしてい
ること

(ア) 日本工業規格（ＪＩＳ）
(イ) 日本農林規格（ＪＡＳ）
(ウ) エコマーク認定基準
(エ) その他公的機関等が定める基準
ウ 土木建築資材については鹿児島県土木工
事共通仕様書等、県の発注工事に使用で
きる資材の基準に適合していること

宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)



環境安全性

•土壌環境基準

•特別管理廃棄物除外

• ダイオキシン特措法

•品目別個別基準

• その他知事が認めるも
の

16

環境安全性に関する表記例（鹿児島県）
特別管理廃棄物
特別管理産業廃棄物を原材料として使用していないこと
有害物質
ア 環境基本法（平成５年法律第91条）第16条第１項の規定
による土壌の汚染に係る環境基準（溶出量）を満たしている
こと
イ 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）
第31条第１項（溶出量）及び第２項（含有量）の規定による基
準を満たしていること
ダイオキシン類
ダイオキシン類特別措置法（平成11年法律第105号）第７条
の規定により定められた、ダイオキシン類による大気汚染、
水質汚濁及び土壌汚染に係環境基準(平成11年12月27日環
境庁告示)を満たしていること

宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)



リサイクル認定制度の対象品目例
（茨城県リサイクル建設資材評価認定制度）
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全国のリサイクル認定制度

19

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県
福島県 茨城県（2制度） 栃木県 埼玉県 神奈川県（2制度）
長野県 富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 福井県 滋賀県 大阪府 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県
香川県 愛媛県 高知県 福岡県（2制度） 北九州市
佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県* 鹿児島県
沖縄県 （*産廃協会．他，検討中1県，廃止1県）

40道府県でリサイクル製品の認定制度が実施

1996年 福島県，1997年 岐阜県，1998年 石川県

⇒全国的に展開

宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)



リサイクル認定制度の役割

•循環型社会の形成推進に向けて、リサイクル資材・
製品の利用推進を地方公共団体（主に道府県）が率
先して提唱

•リサイクル資材・製品の製造や利用の状況を把握、
品質の確保・向上

•廃棄物由来の資材・製品の廃棄物非該当性を、地方
公共団体（主に道府県）が公に認定

20



廃棄物や副産物の有効利用で気をつけなければなら
ないことは、次の2点。

•廃棄物の不適正処分もしくは不法投棄
とみなされたらアウト！
•「廃棄物ではない」と言い切れる？

•環境汚染を引き起こしたらアウト！
•土壌環境基準を当てはめればよい？

21



資料：環境省
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廃棄物処理法
の対象となって
いる廃棄物

23

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
法令で規定する20種類のもの2

産業廃棄物のうち、
爆発性、毒性、感染性のある廃棄物

廃棄物処理法の対象外の廃棄物

土砂および土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂類 

漁網にかかった水産動植物等で、現場附近において排出したもの

原子力発電所で発生した廃棄物

建設発生土

浚渫土砂

水産動植物

放射性廃棄物

廃棄物ではない物（例）

鉄鋼スラグ 非鉄スラグ 石炭灰

（一部）

放射性物質を含む廃棄物
対象地域内廃棄物
指定廃棄物

特別管理一般廃棄物1

事業系一般廃棄物

家庭系一般廃棄物

一般廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物
のうち、産業廃棄物以外のもの

一般家庭の日常生活に伴って
生じた廃棄物

廃家電品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の
集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物等

し尿

災害廃棄物



廃棄物処理法上の廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和二十九年法律第七十二号）

• 第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、
収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

24

放置されるなどしてぞんざいに扱われ、かつ、その状態が続けば生
活環境の保全や公衆衛生上、支障を来たすおそれのある怪しいも
のは、廃棄物処理法の対象とする廃棄物として管理することが必要。



廃棄物処理法上の廃棄物に該当するかどうか

• 誰が判断する？
• 産業廃棄物は、都道府県・政令市等が所管
• 一般廃棄物は、市町村が所管

• 法の廃棄物として扱う場合
• 適正に処理する。自ら処理、委託処理
• 委託業者は、認可を受けている必要がある。
• 委託業者は、最終処分しても良いし、再生処理して有効活用しても良い
• 排出事業者は、委託にも責任がある。

• 法の廃棄物としない場合
• 材料や製品として管理し、再生資源、再生製品として利用する。

25



26

いつから、廃棄物を外れるか？

【非廃棄物】

【廃棄物】

処理 有効活用材料/製品

材料/製品

副産物

副産物

副産物

材料/製品

類型A

類型B

類型C 処理

処理

リサイクル認定制度：材料や
製品段階で廃棄物でないこと
を認定している、と言える！

そのためには・・・
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認定審査（確認）項目の例

•年間生産量(販売量）
•製造する事業所
•販売場所
•原材料（循環資源の種類，県内割合，利用割合）
•製品の仕様
•関係法令，基準の適合
•品質： JIS，JAS，エコマーク等取得の有無
•環境安全性： 土壌環境基準など
•立ち入り検査，品質試験等継続確認など

12
宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)

品 質

• JIS・JAS 39制度

• エコマーク 29制度

• グリーン購入の方針

•国の共通仕様書

•自治体の共通仕様書

• その他公的機関の基準

•品目別個別基準

• その他知事の認めるもの

13

品質基準の例(鹿児島県）

ア 鹿児島県環境物品等調達方針に、品質等
に関する基準が規定されている場合は、そ
の基準を満たしていること

イ 次に掲げる基準のいずれかを満たしてい
ること

(ア) 日本工業規格（ＪＩＳ）
(イ) 日本農林規格（ＪＡＳ）
(ウ) エコマーク認定基準
(エ) その他公的機関等が定める基準
ウ 土木建築資材については鹿児島県土木工
事共通仕様書等、県の発注工事に使用で
きる資材の基準に適合していること

宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)

環境安全性

•土壌環境基準

•特別管理廃棄物除外

• ダイオキシン特措法

•品目別個別基準

• その他知事が認めるも
の

14

環境安全性に関する表記例（鹿児島県）
特別管理廃棄物
特別管理産業廃棄物を原材料として使用していないこと
有害物質
ア 環境基本法（平成５年法律第91条）第16条第１項の規定
による土壌の汚染に係る環境基準（溶出量）を満たしている
こと
イ 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）
第31条第１項（溶出量）及び第２項（含有量）の規定による基
準を満たしていること
ダイオキシン類
ダイオキシン類特別措置法（平成11年法律第105号）第７条
の規定により定められた、ダイオキシン類による大気汚染、
水質汚濁及び土壌汚染に係環境基準(平成11年12月27日環
境庁告示)を満たしていること

宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)

リサイクル認定制度の意義

•循環型社会の形成推進に向けて、リサイクル資材・
製品の利用推進を地方公共団体（主に道府県）が率
先して提唱

•リサイクル資材・製品の製造や利用の状況を把握、
品質の確保・向上

•廃棄物由来の資材・製品の廃棄物非該当性を、地方
公共団体（主に道府県）が公に認定

18



リサイクル認定制度の課題と期待

•適切な品質基準の設定と審査体制の維持

•認定資材・製品数の確保：新規製品の応募・認定

•製品説明会を含めた周知活動
• リサイクル製品を利用者に知ってもらう、正しく理解してもらう、信
用してもらう、使ってもらう！

28

認定制度は、いわゆる「品質」を単に認定しているのではな
く、しっかりと管理がなされており、信頼できる資材・製品で
あることを認定している。製品と制度の相乗的な発展を！



ご清聴ありがとうございました
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